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ロ
マ
書
に
お
け
る
「
義
と
す
る
」
の
意
味

太
　
田
　
修
　
司

　
パ
ウ
ロ
の
「
信
仰
に
よ
る
義
」
の
使
信
を
め
ぐ
る
宗
教
改
革
期
以

来
の
論
争
は
、
大
局
的
に
見
て
、
一
方
で
は
「
義
と
さ
れ
る
こ
と

（
色
惹
δ
霧
3
巴
）
」
を
法
廷
的
・
転
嫁
的
（
8
話
霧
8
1
ぎ
2
箪

二
＜
o
）
な
事
態
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
そ
れ
と
も
実
効
的
（
お
巴
）

な
事
態
と
と
る
べ
き
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
、
他
方
で
は
、

こ
の
使
信
が
パ
ウ
ロ
神
学
の
中
心
を
占
め
る
か
否
か
と
い
う
点
を
め

ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
前
者
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
と
の
神
学
的
論
争
（
義
化
か
義
認
か
）
を
背
景
と
し
て
お

り
、
後
者
は
、
ル
タ
ー
派
を
中
心
と
す
る
パ
ウ
ロ
解
釈
上
の
論
争

（
信
仰
義
認
論
か
神
秘
主
義
／
救
済
史
か
）
を
背
景
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
別
個
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
が
常
だ
が
、
発
生
史
的

に
は
ど
ち
ら
も
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
「
神
の
義
」
お
よ
び
そ
れ
と
結

び
つ
い
た
「
信
仰
に
よ
る
義
」
の
解
釈
の
違
い
と
い
う
単
純
な
事
態

に
起
因
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
ロ
マ
書
の
場
合
、
「
神
の

義
」
を
「
信
仰
に
よ
る
義
」
と
同
一
視
す
る
な
ら
、
二
章
の
議
論

を
義
認
論
で
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
、
救
済
史
が
代
案
と
し

て
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
K
・
ス
テ
ン
ダ
ー
ル
ら
）
。
ま
た
、

「
信
仰
に
よ
る
義
」
を
信
仰
義
認
と
同
一
視
す
る
な
ら
、
　
一
－
五
章

と
六
－
八
章
と
の
テ
ー
マ
的
一
貫
性
が
見
失
わ
れ
、
聖
化
を
義
認
後

の
過
程
と
し
て
「
信
仰
に
よ
る
義
」
と
別
扱
い
す
る
（
多
く
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
釈
義
家
）
か
、
義
認
で
は
な
く
神
秘
主
義
を
基
軸
と
す

る
解
釈
（
W
・
ヴ
レ
ー
デ
、
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
ら
）
が
提
案

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
一
般
に

「
義
と
す
る
」
と
訳
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
動
詞
α
民
巴
8
を
取
り
上

げ
、
パ
ウ
ロ
の
ロ
マ
書
に
お
け
る
そ
の
意
味
を
、
「
神
の
義
」
と
関

連
さ
せ
な
が
ら
問
い
直
す
こ
と
に
す
る
。

二

　
今
日
の
新
約
釈
義
に
お
い
て
、
動
詞
ユ
民
巴
8
は
基
本
的
に

「
義
と
認
め
る
」
、
「
正
し
い
と
宣
言
す
る
」
、
「
無
罪
の
判
決
を
下
す
」
、

「
正
し
い
も
の
と
し
て
扱
う
」
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
大
方
の
コ
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ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
り
、
名
詞
α
詩
巴
o
亀
愚
と
形
容
詞
O
民
巴
o
ω
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
れ
に
対
応
す
る
意
味
を
言
い
表
わ
す
と
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
一
つ
は
、
動
詞
と
名
詞
・
形
容
詞

が
同
じ
意
味
を
も
つ
と
い
う
前
提
で
あ
り
、
も
う
　
つ
は
、
同
じ
語

が
ど
こ
で
も
同
様
の
意
味
を
言
い
表
わ
す
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
パ

ウ
ロ
書
簡
に
し
ぼ
る
と
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
早
く
も
｝
九
七
二
年

に
J
．
A
・
ジ
ー
ス
ラ
ー
が
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
動
詞
と
名
詞
・
形

容
詞
の
意
味
上
の
差
異
に
注
意
を
喚
起
し
、
動
詞
は
「
関
係
的
（
甲

一
弩
2
巴
）
」
、
そ
れ
も
し
ば
し
は
「
無
罪
放
免
す
る
」
と
い
う
「
法

廷
的
（
8
お
房
◎
」
な
意
味
で
、
ま
た
、
名
詞
と
形
容
詞
は
「
倫

理
的
．
行
動
的
（
Φ
誓
一
8
一
1
ぎ
訂
≦
9
巴
）
」
な
意
味
で
用
い
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
る
、
と
指
摘
し
た
。
ジ
ー
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

は
信
仰
に
よ
っ
て
「
義
と
さ
れ
」
（
無
罪
放
免
さ
れ
、
関
係
を
回
復

さ
れ
）
、
信
仰
に
よ
っ
て
「
義
な
る
歩
み
を
す
る
」
（
キ
リ
ス
ト
に

あ
っ
て
新
し
い
生
を
生
き
る
）
と
い
う
の
が
、
パ
ウ
ロ
の
使
信
で
あ

る
。
こ
の
指
摘
は
、
義
認
を
め
ぐ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
と
の
論
争
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

ジ
ー
ス
ラ
ー
は
、
同
じ
動
詞
（
あ
る
い
は
名
詞
・
形
容
詞
）
が
文
脈

に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
言
い
表
わ
す
（
少
な
く
と
も
異
な
る
含
意

を
も
つ
）
と
い
う
点
に
ま
で
考
察
を
進
め
て
は
い
な
い
。
本
稿
の
課

題
は
、
動
詞
α
爵
巴
8
の
意
味
を
、

て
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

三

ロ
マ
書
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し

　
ロ
マ
書
の
主
題
が
一
・
一
六
ー
一
七
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
す
べ
て
の
研
究
者
が
認
め
て
い
る
。
だ
が
、
よ
り
厳
密
に
い
う
と
、

主
題
は
「
福
音
」
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
う
ち
に

啓
示
さ
れ
た
「
神
の
義
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ロ
マ
書
冒
頭
で
パ

ウ
ロ
は
、
福
音
の
性
格
と
し
て
、
（
一
）
預
言
者
た
ち
に
よ
り
聖
書

の
中
で
あ
ら
か
じ
め
約
束
さ
れ
た
、
（
二
）
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
関
係
す
る
、
（
三
）
す
べ
て
の
異
邦
人
を
信
（
仰
）
の
従
順
に

至
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
定

義
は
、
一
コ
リ
ン
ト
一
五
・
一
－
五
に
お
け
る
定
義
よ
り
も
拡
大
さ

れ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
異
邦
人
が
考
え
ら
れ
て
い
る
点
は
両
者
に

共
通
す
る
。
。
ハ
ウ
ロ
の
福
音
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
を
は
じ
め
ギ
リ
シ
ア
人

に
も
、
す
べ
て
信
じ
る
者
に
救
い
を
得
さ
せ
る
神
の
力
」
な
の
だ
が
、

パ
ウ
ロ
自
身
「
異
邦
人
へ
の
使
徒
」
（
ロ
マ
一
ず
五
、
一
一
・
二
二
、

ガ
ラ
ニ
．
七
以
下
）
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
現
実
問
題
と
し

て
彼
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
は
限
ら
れ
て
い
た
。
と
す
る

な
ら
、
決
し
て
「
異
邦
人
の
た
め
の
福
音
」
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
パ
ウ
ロ
の
福
音
は
事
実
上
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
取

ら
れ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ロ
マ
書
九
章
冒
頭
に
お
け
る

パ
ウ
ロ
の
悲
痛
な
叫
び
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
九
ー
一
一
章
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
の
論
考
は
、
福
音
の
内
容
の
展

開
で
は
な
く
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
蹟
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
終
的

に
「
全
イ
ス
ラ
エ
ル
」
を
救
う
「
神
の
義
」
の
勝
利
の
宣
言
で
あ
る

（一

リ
一
五
・
二
四
－
二
八
参
照
）
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
は
じ
め

て
、
ロ
マ
書
の
内
容
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

四

　
・
ハ
ウ
ロ
に
お
け
る
「
神
の
義
」
（
9
冨
δ
亀
謡
9
8
⊆
）
の
意
味

に
つ
い
て
は
長
い
論
争
が
あ
る
が
、
今
日
で
は
多
く
の
研
究
者
が
、

こ
の
属
格
構
成
を
目
的
格
的
属
格
や
創
始
者
の
属
格
（
神
か
ら
賜
物

と
し
て
与
え
ら
れ
る
義
／
神
の
前
に
妥
当
す
る
義
）
で
は
な
く
主
格

的
属
格
と
見
て
、
「
人
間
に
対
す
る
神
の
義
し
さ
」
と
い
う
意
味
に

解
し
て
い
る
（
と
り
わ
け
E
・
ケ
ー
ゼ
マ
ン
の
研
究
以
来
）
。
た
だ

し
、
そ
の
義
し
さ
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
的
な
正
義
の
理
念
で
は

な
く
旧
約
・
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
「
義
」
（
討
豊
8
」
の
a
8
跨
）
の
伝

統
に
照
ら
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
旧
約
・
ユ
ダ
ヤ
教
に
お

け
る
義
は
社
会
的
関
係
概
念
で
あ
り
、
当
時
者
相
互
の
具
体
的
関
係

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
特
定
の
要
求
に
正
し
く
応
じ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
神
の
義
は
、
神
の
民
と
の
契
約
関
係
に
即
し
た
動
的
・
歴
史

的
な
救
済
行
為
、
つ
ま
り
恵
み
に
満
ち
た
神
の
救
い
の
活
動
を
指
す
。

た
と
え
ば
、
士
師
五
・
一
一
の
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
義
」
（
口
語
訳
「
主

の
救
」
）
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
味
方

し
て
敵
か
ら
救
い
出
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
行
為
は
契
約
関
係

に
対
す
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
誠
実
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ザ

ヤ
四
六
・
一
三
で
は
、
「
わ
た
し
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
）
の
義
」
（
新
共
同
訳

「
恵
み
の
業
」
）
が
救
い
と
。
ハ
ラ
レ
ル
に
置
か
れ
て
い
る
。
旧
約
・
ユ

ダ
ヤ
教
的
伝
統
に
お
け
る
神
の
義
は
、
基
本
的
に
契
約
の
民
に
救
い

を
も
た
ら
す
義
（
ピ
の
葺
富
緯
冨
ま
Φ
声
）
　
で
あ
り
（
申
三
三
・
二

一、

ム
上
一
二
・
七
、
イ
ザ
四
五
・
八
、
五
一
・
五
－
八
、
六

一
・
一
〇
、
詩
八
九
・
一
七
、
一
〇
三
・
六
、
ク
ム
ラ
ン
「
共
同
体

の
規
則
」
　
一
一
・
三
ー
五
、
「
感
謝
の
詩
篇
」
七
・
一
六
－
二
〇
等

参
照
）
、
パ
ウ
ロ
も
そ
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。

五

　
ロ
マ
書
九
－
一
一
章
に
お
け
る
議
論
、
た
と
え
ば
一
一
・
二
八
ー

二
九
「
選
び
に
つ
い
て
言
え
ば
、
父
祖
た
ち
の
ゆ
え
に
、
神
に
愛
せ

ら
れ
る
者
で
あ
る
」
、
「
神
の
賜
物
と
召
し
と
は
、
変
え
ら
れ
る
こ
と
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が
な
い
」
な
ど
の
発
言
の
根
底
に
は
、
明
ら
か
に
「
神
の
義
」
の
概

念
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
契
約
関
係
は
、

キ
リ
ス
ト
を
仲
介
と
す
る
「
新
し
い
契
約
」
（
一
コ
リ
一
一
・
二
五
、

ニ
コ
リ
三
・
六
）
で
は
な
く
「
古
い
契
約
」
（
ニ
コ
リ
三
・
一
四
）

で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
「
奥
義
」
（
一
一
・
二
五
）
と
呼
ぶ
全
イ
ス
ラ

エ
ル
の
救
い
は
、
「
新
し
い
契
約
」
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
深
遠

な
「
主
の
計
画
」
に
基
づ
く
。
従
っ
て
、
こ
の
奥
義
に
暗
示
さ
れ
た

「
神
の
義
」
の
働
き
を
、
福
音
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
た
「
神
の
義
」

と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
者
は
一
一
・
二
五
以
下
に
か

ろ
う
じ
て
暗
示
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、
後
者
は
一
・
一
八
－
八
・
三
九

に
お
い
て
様
々
な
用
語
を
用
い
て
詳
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
ー
八
章
で
は
、
「
神
の
民
」
の
概
念
が
契
約
の
民
で
あ
る
イ
ス

ラ
エ
ル
か
ら
全
人
類
（
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
邦
人
）
へ
と
拡
大
（
普
遍

化
）
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
全
人
類
へ
の
約
束
に
対
す
る

神
の
誠
実
が
繰
返
し
指
摘
さ
れ
る
（
一
・
二
－
六
、
三
・
二
九
ー
三

〇
、
四
・
一
三
－
一
七
、
五
・
一
二
－
二
一
）
。
　
一
－
八
章
で
展
開

さ
れ
る
の
は
、
福
音
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
た
限
り
で
の
「
神
の
義
」
、

つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
・
異
邦
人
を
問
わ
ず
信
じ
る
す
べ
て
の
者
の
た

め
に
救
い
を
創
り
出
す
神
の
働
き
と
し
て
の
「
神
の
義
」
で
あ
る
。

そ
の
救
い
の
働
き
を
、
パ
ウ
ロ
は
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
を
用
い
て
説
明

す
る
。
ま
ず
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
義
」
の
語
群
で
あ
る

（一

五
章
）
。
「
神
の
義
」
の
説
明
と
し
て
こ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る

の
は
当
然
だ
が
、
パ
ウ
ロ
は
参
与
論
的
な
用
語
を
も
用
い
る
（
六
－

八
章
）
。
。
ハ
ウ
ロ
は
一
ー
五
章
で
「
神
の
義
」
に
つ
い
て
の
説
明
を

終
え
、
六
－
八
章
で
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
参
与
と
霊
の
テ
ー
マ
　
（
「
キ
リ

ス
ト
に
あ
ず
か
る
」
、
「
霊
に
お
る
」
等
）
に
移
っ
た
の
で
は
な
い
。

E
・
P
・
サ
ン
ダ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
同
じ
現
実

　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
指
し
示
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
「
義
と
す
る
」
を
一
様
に
古
い
い

の
ち
か
ら
新
し
い
い
の
ち
へ
の
「
移
行
」
の
意
味
に
と
る
解
釈
に
は

賛
成
で
き
な
い
。
後
述
）
。
「
神
の
義
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
六
－
八

章
に
入
っ
て
も
続
く
の
で
あ
り
、
パ
ウ
ロ
は
「
神
の
義
」
と
別
に
聖

化
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
（
「
神
の
義
」
”
義
認
で
は
な
い
）
。

Jr
ノ￥

　
「
神
の
義
」
の
啓
示
は
、
「
神
の
怒
り
」
の
啓
示
と
関
連
す
る
（
ロ

マ
一
・
一
七
の
動
詞
と
一
・
一
八
の
動
詞
は
同
一
で
あ
り
、
一
・
一

八
の
冒
頭
に
は
「
と
い
う
の
は
」
と
訳
せ
る
面
貰
が
あ
る
）
。
二
つ

の
啓
示
の
関
係
は
む
ず
か
し
い
問
題
だ
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
神

の
怒
り
の
啓
示
が
「
神
の
義
」
へ
の
聴
従
を
真
剣
な
も
の
に
す
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
す
で
に
終
末
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
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い
る
が
、
「
神
の
怒
り
」
に
つ
い
て
は
、
神
が
個
々
の
人
間
の
「
わ

ざ
に
し
た
が
っ
て
報
い
」
る
「
神
の
正
し
い
裁
き
の
現
れ
る
怒
り
の

日
」
に
下
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（
ロ
マ
ニ
・
一
以
下
）
。
怒
り
の

反
対
は
、
「
永
遠
の
命
」
あ
る
い
は
「
光
栄
と
誉
れ
と
平
安
」
で
あ

る
（
二
・
七
、
　
一
〇
）
。
そ
こ
で
、
神
の
義
が
信
じ
る
す
べ
て
の
者

の
た
め
に
救
い
を
創
り
出
す
神
の
働
き
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
働
き
は
「
光
栄
と
誉
れ
と
平
安
」
を
与
え
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
救

い
の
完
成
ま
で
続
く
は
ず
で
あ
る
。
五
・
九
の
こ
と
ば
「
そ
れ
で
、

わ
た
し
た
ち
は
今
や
キ
リ
ス
ト
の
血
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
の
だ
か

ら
、
な
お
さ
ら
、
彼
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
か
ら
救
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
」
は
、
全
体
と
し
て
そ
う
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

続
く
五
二
〇
「
も
し
、
わ
た
し
た
ち
が
敵
で
あ
っ
た
時
で
さ
え
、

御
子
の
死
に
よ
っ
て
神
と
の
和
解
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
和
解
を
受

け
て
い
る
今
は
、
な
お
さ
ら
、
彼
の
命
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
」
と
の
並
行
関
係
も
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
「
救
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
（
ω
O
夢
傍
o
ヨ
9
鼠
）
」
と
い
う
未
来
形
は
、
可
能
性

や
不
確
か
さ
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
確
か
な
神
の
義

に
基
づ
く
救
い
の
完
成
が
、
現
在
で
は
ま
だ
未
来
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
「
な
お
さ
ら
」
と
い
う
語
に
注
意
）
。

六
・
五
、
八
の
未
来
形
（
Φ
8
ヨ
9
訂
る
旨
舘
o
ヨ
2
）
も
同
様
で
、

あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
義
と
さ
れ
た
」
と
訳
さ
れ
た
動
詞

良
冨
凶
8
（
ア
オ
リ
ス
ト
受
動
分
詞
）
の
意
味
と
用
法
で
あ
る
。
こ

の
「
義
と
さ
れ
た
（
9
匿
5
葺
①
旨
。
ω
）
」
は
、
ジ
ー
ス
ラ
ー
の
い
う

「
関
係
的
」
な
用
法
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
血
の
瞭
い
に
よ
っ
て
罪

を
赦
さ
れ
、
神
と
の
正
し
い
関
係
に
置
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る

（一

丁
二
五
、
四
・
二
五
参
照
）
。
こ
れ
を
強
い
て
法
廷
の
場
面
と
結

び
つ
け
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
こ
こ
に
は
法
廷
の
宣
告
で
は
な
く
、

贈
罪
儀
式
に
よ
る
「
和
解
」
が
比
喩
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

（
五
・
一
、
　
一
〇
）
。
法
廷
の
比
喩
は
、
「
神
の
怒
り
か
ら
救
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
」
と
い
う
部
分
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
パ
ウ

ロ
は
、
神
と
の
関
係
の
回
復
と
裁
き
の
日
に
お
け
る
神
の
怒
り
か
ら

の
救
い
を
、
二
つ
の
異
な
る
動
詞
を
用
い
て
説
明
す
る
。
そ
れ
は
パ

ウ
ロ
が
、
七
十
人
訳
聖
書
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
「
法
廷
的
・
関

係
的
」
な
意
味
を
言
い
表
わ
す
島
匿
一
8
の
用
法
を
踏
襲
し
た
か

　
　
（
4
）

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
今
さ
ら
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
「
彼
の
い
の
ち
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
」
と

こ
ろ
ま
で
（
霊
に
よ
っ
て
）
導
く
の
が
神
の
救
い
の
働
き
で
あ
り
、

「
神
の
義
」
と
い
う
言
い
回
し
が
そ
の
こ
と
を
含
意
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
働
き
全
体
を
岳
匿
δ
O
の
一
語
に
よ
っ
て
言
い
表
わ
す
用
例
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が
。
ハ
ウ
ロ
に
あ
っ
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
実
際
、
パ
ウ
ロ

の
綱
領
的
な
言
葉
は
、
そ
う
と
ら
な
い
と
十
分
理
解
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ロ
マ
五
・
一
の
「
義
と
さ
れ
た
」
は

三
・
二
四
の
「
義
と
さ
れ
る
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
神
の
義
の

働
き
の
一
つ
の
様
相
で
あ
る
。
三
・
二
一
ー
二
六
を
訳
す
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

21

し
か
し
今
や
、
律
法
と
は
無
関
係
に
、
し
か
も
律
法
と
預

言
者
に
よ
り
立
証
さ
れ
て
、
神
の
義
が
現
わ
さ
れ
た
。
2
2
そ
れ

は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
実
を
通
し
、
信
じ
る
者
す
べ
て

に
対
し
て
現
わ
さ
れ
た
神
の
義
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
の
差
別

も
な
い
。
2
3
と
い
う
の
は
、
人
は
み
な
罪
を
犯
し
神
の
栄
光
を

喪
失
し
て
い
る
た
め
、
2
4
神
の
恵
み
に
よ
り
無
償
で
、
た
だ
キ

リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
る
順
い
に
よ
っ
て
、
義
と
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
2
5
2
6
こ
の
方
を
神
は
、
彼
の
血
に
よ
る
信
実
の
ゆ
え

に
（
あ
る
い
は
、
信
実
を
も
っ
て
）
、
順
罪
の
手
段
と
し
て
お

立
て
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
神
の
義
を
証
示
し
て
今
ま
で
に
犯

さ
れ
た
罪
を
神
の
忍
耐
を
も
っ
て
赦
す
た
め
、
す
な
わ
ち
、
今

の
こ
の
時
に
神
の
義
を
証
示
し
て
、
神
ご
自
身
が
義
で
あ
り
イ

エ
ス
の
信
実
に
よ
る
者
を
義
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
二
二
節
に
は
動
詞
が
な
い
。
そ
こ
で
多
く
の
翻
訳
聖
書
と
注
解
者

は
色
帥
且
筥
8
巴
需
2
0
訂
冨
一
2
の
前
に
「
与
え
ら
れ
る
」
、
「
受

け
取
ら
れ
る
」
等
の
動
詞
を
補
っ
て
訳
す
。
た
と
え
ば
口
語
訳
は

「
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
る
神
の
義
で

あ
っ
て
、
す
べ
て
信
じ
る
人
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て

い
る
。
だ
が
、
動
詞
を
補
う
と
す
れ
ば
、
二
一
節
と
同
じ
「
現
わ
さ

れ
た
」
を
補
う
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
副
詞
句
で
あ
る
q
冨

ロ
9
8
の
冨
ω
8
0
ぼ
蜂
2
（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
実
）
と
結

び
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
「
神
の
義
」
は
本
来
、
人
間
に
与

え
ら
れ
る
賜
物
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
が
服
従
・
参
与
す
べ
き
神
の

救
い
の
働
き
そ
の
も
の
を
指
す
は
ず
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で

。
ハ
ウ
ロ
は
「
神
の
義
」
を
、
島
惹
一
8
と
い
う
動
詞
を
用
い
て
説
明

し
て
い
る
。
「
神
の
義
」
と
は
、
罪
を
犯
し
て
神
の
栄
光
を
喪
失
し

て
い
る
人
間
を
、
恵
み
に
よ
り
無
償
で
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス

に
よ
る
購
い
に
よ
っ
て
「
義
と
す
る
」
神
の
働
き
を
指
す
。

　
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
「
（
神
が
）
義
と
す
る
／
（
人
間
が
）
義
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と
さ
れ
る
」
の
意
味
内
容
で
あ
る
。
二
四
節
の
「
義
と
さ
れ
る
（
今

匿
一
9
ヨ
窪
9
）
」
は
、
「
義
と
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
（
義

認
）
に
解
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
そ
こ
に
神
と
の
関
係
の
回
復
が

含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
問
題
は
そ
の
点
に

尽
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
黙
示
的
表
象
を
前
面
に
押
し
だ
し
た
二
三

節
の
こ
と
ば
は
、
た
ん
な
る
罪
の
赦
し
に
よ
っ
て
は
克
服
さ
れ
得
な

い
人
間
の
根
本
的
状
況
を
問
題
に
し
て
い
る
（
黙
示
的
思
考
は
五
・

一
二
－
二
一
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
）
。
従
っ
て
、
そ
れ
と
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
的
に
対
応
す
る
二
四
節
の
「
晒
い
（
碧
o
一
旨
a
巴
の
）
」
は
、

神
に
よ
る
最
終
的
・
決
定
的
な
「
救
出
」
な
い
し
「
解
放
」
と
い
う

一
般
的
意
味
を
言
い
表
わ
し
（
ル
カ
一
二
・
二
八
。
イ
ザ
四
三
・
一
、

一
四
、
四
四
・
二
二
－
二
四
、
四
五
・
一
三
、
四
八
・
一
七
、
二
〇
、

四
九
・
七
、
五
二
・
三
、
九
も
参
照
）
、
し
か
も
そ
の
完
成
ま
で
も

含
む
（
ロ
マ
八
・
二
三
「
体
の
贈
い
」
）
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
と
す
る
な
ら
、
「
義
と
さ
れ
る
」
（
義
と
す
る
主
体
は
も
ち
ろ
ん

神
）
は
、
神
の
栄
光
の
喪
失
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
的
に
、
し
か
も
そ
れ

を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
形
で
対
応
す
る
神
の
救
い
の
過
程
全
体
を
指

す
こ
と
に
な
る
。
　
つ
ま
り
、
こ
の
「
義
と
さ
れ
る
」
は
、
将
来
の

「
救
い
」
の
完
成
（
五
・
九
－
一
〇
）
あ
る
い
は
罪
と
死
の
支
配
か

ら
の
完
全
な
解
放
（
五
・
一
二
以
下
）
を
も
包
含
す
る
神
の
働
き
全

体
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
終
末
時
の
完
成
ま
で
も
射
程
に
収
め
た
神
の
働
き
全
体
を
指
し
示

す
動
詞
α
爵
巴
8
の
用
法
を
、
筆
者
は
先
に
「
終
末
論
的
」
用
法

と
名
づ
け
た
。
こ
の
用
法
は
確
か
に
異
例
だ
が
、
三
二
二
－
二
六

は
「
神
の
義
」
の
働
き
を
凝
縮
度
の
高
い
言
葉
で
宣
言
す
る
綱
領
的

な
ペ
リ
コ
ペ
ー
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
サ
ン
ダ
ー
ス
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
。
ハ
ウ
ロ
は
α
民
巴
8
を
「
通
常
の
枠
を
越
え
た
意
味
で
用
い

　
　
　
　
　
（
6
）

る
」
傾
向
を
も
つ
。
サ
ン
ダ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
受

動
態
の
「
義
と
さ
れ
る
」
は
あ
る
領
域
か
ら
別
の
領
域
へ
移
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
（
罪
か
ら
従
順
、
死
か
ら
い
の
ち
、
律
法
か
ら
恵

み
へ
）
。
こ
の
見
方
は
、
個
々
の
用
例
に
即
し
て
検
証
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
が
、
「
神
の
義
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
六
－
八
章
に
入
っ
て

も
続
く
と
す
れ
ば
、
そ
う
考
え
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
。

だ
が
、
サ
ン
ダ
ー
ス
の
い
う
「
移
行
」
は
完
成
ま
で
含
む
わ
け
で
は

な
い
。
三
・
二
四
の
「
義
と
さ
れ
る
」
は
、
義
認
だ
け
で
な
く
、
聖

化
と
新
し
い
創
造
と
完
成
を
含
む
「
神
の
義
」
の
働
き
の
全
過
程
を

言
い
表
わ
す
の
で
あ
る
。

八

三
・
二
五
ー
二
六
の
三
つ
の
前
置
詞
（
①
一
ω
も
δ
ρ
9
ω
）

は
、
ど
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れ
も
目
的
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
巨
器
8
ユ
9

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
順
罪
と
罪
の
赦
し
（
二
五
節
）
が
「
神

の
義
」
の
証
示
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
神
の
義
」

は
キ
リ
ス
ト
の
賦
罪
死
に
よ
っ
て
証
示
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
贈
罪
死

は
人
間
が
犯
し
た
罪
か
ら
生
じ
る
滅
び
の
結
末
を
キ
リ
ス
ト
の
み
に

負
わ
せ
る
と
い
う
形
で
、
人
間
の
罪
の
赦
し
（
こ
こ
で
は
、
罪
の
結

末
に
引
き
渡
さ
れ
な
い
こ
と
、
滅
び
の
運
命
連
関
か
ら
救
い
出
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
）
を
も
た
ら
す
。
そ
の
結
果
、
赦
さ
れ
た
人
間

は
義
と
認
め
さ
れ
、
神
と
の
正
し
い
関
係
に
置
か
れ
る
。
だ
が
、
神

の
義
の
証
示
は
神
の
義
の
働
き
の
端
緒
に
す
ぎ
な
い
。
二
六
節
に
、

そ
の
証
示
の
目
的
が
明
示
さ
れ
る
。
1
「
神
ご
自
身
が
義
で
あ
り

イ
エ
ス
の
信
実
に
よ
る
者
を
義
と
す
る
た
め
」
。
こ
れ
は
、
「
イ
エ
ス

の
信
実
に
よ
る
者
を
義
と
す
る
と
い
う
仕
方
で
神
自
ら
が
義
で
あ

る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贈
罪
死
と
罪

の
赦
し
を
「
神
の
義
」
の
不
可
欠
の
要
素
と
見
て
お
り
、
そ
れ
な
し

に
は
人
間
は
滅
び
を
免
れ
ず
、
義
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、

「
神
の
義
」
の
働
き
は
罪
の
赦
し
（
義
認
、
和
解
）
に
尽
き
る
の
で

は
な
く
、
新
し
い
創
造
と
完
成
を
目
指
す
。

　
ニ
コ
リ
ン
ト
五
・
一
七
－
一
二
と
の
比
較
か
ら
多
く
の
こ
と
が
分

か
る
。
こ
こ
に
現
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
（
ロ
マ
八
・
一
参
照
）

や
「
和
解
」
（
ロ
マ
五
・
一
〇
i
一
一
参
照
）
の
テ
ー
マ
は
ロ
マ
書

と
共
通
し
て
お
り
、
「
わ
た
し
た
ち
の
罪
の
た
め
に
、
罪
を
知
ら
な

い
か
た
を
罪
と
さ
れ
た
」
は
キ
リ
ス
ト
の
晒
罪
死
に
言
及
し
た
も
の

で
あ
る
（
7
『
O
R
冨
ヨ
O
口
鼠
日
震
二
帥
口
0
8
ざ
器
ロ
を
レ
ビ
四
。

一
二
［
七
十
人
訳
］
　
ぎ
ヨ
震
鼠
　
亀
冨
α
q
鼠
留
　
①
ω
け
ぎ
と
比
較
）
。

五
・
二
一
の
三
召
節
は
、
結
果
（
新
共
同
訳
）
で
は
な
く
目
的
の

意
味
（
口
語
訳
）
に
と
っ
て
、
「
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
、
彼
に

あ
っ
て
神
の
義
と
な
る
た
め
で
あ
る
」
と
訳
す
ほ
う
が
よ
い
。
「
彼

（
キ
リ
ス
ト
）
に
あ
っ
て
神
の
義
と
な
る
」
は
、
ロ
マ
三
・
二
六

「
神
ご
自
身
が
義
で
あ
り
イ
エ
ス
の
信
実
に
よ
る
者
を
義
と
す
る
」

と
実
質
上
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
「
新
し
い
被
造
物
」
（
ニ
コ
リ

五
・
一
七
a
）
の
完
成
は
将
来
の
事
柄
で
あ
り
、
神
の
義
の
活
動
は

な
お
も
進
行
中
で
あ
る
。
「
古
い
も
の
は
過
ぎ
去
り
、
新
し
い
も
の

が
生
じ
た
」
（
五
・
一
七
b
新
共
同
訳
）
と
は
、
新
し
い
創
造
の
完

成
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
サ
ン
ダ
ー
ス
の
い
う
古
い
領
域
か
ら

新
し
い
領
域
へ
の
移
行
に
相
当
す
る
。
そ
れ
が
完
成
す
る
の
は
、
全

被
造
物
が
「
滅
び
の
な
わ
め
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
神
の
子
た
ち
の
栄

光
の
自
由
に
入
る
」
時
、
神
の
霊
を
受
け
た
者
た
ち
の
「
体
の
晒
わ

れ
る
」
時
で
あ
る
（
ロ
マ
八
・
二
一
－
二
三
）
。
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九

　
動
詞
O
民
巴
8
の
「
終
末
論
的
」
用
法
は
、
ロ
マ
書
の
他
の
箇

所
に
も
確
認
さ
れ
る
。
三
・
二
一
－
二
六
に
続
く
ペ
リ
コ
ペ
ー
に
現

れ
る
「
義
と
さ
れ
る
（
良
匿
δ
5
夢
巴
）
」
（
二
七
節
）
と
「
義
と
す

る
（
e
冨
δ
8
一
と
（
一
二
〇
節
）
も
同
じ
用
法
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
る
。
三
一
節
で
パ
ウ
ロ
は
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
者
た
ち
が
「
信

（
且
ω
器
）
」
に
よ
っ
て
「
法
（
8
ヨ
o
ω
）
」
を
無
に
す
る
の
で
は
な

く
、
か
え
っ
て
確
立
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
肉

で
は
な
く
霊
に
従
っ
て
歩
む
」
信
徒
た
ち
の
内
に
「
法
（
8
ヨ
8
）

の
要
求
（
ロ
幹
巴
o
ヨ
m
）
」
が
満
た
さ
れ
る
（
八
・
四
）
と
い
う
形
で

実
現
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
可
能
に
し
完
成
へ
と
導
く
の
が

「
神
の
義
」
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
の
α
菊
鉱
8
は
そ
の
働
き
全
体
を

指
す
の
で
あ
る
。

　
四
・
五
「
不
信
心
な
者
を
義
と
す
る
方
」
に
お
け
る
島
惹
一
8

の
現
在
分
詞
も
同
様
に
解
さ
れ
る
。
「
不
信
心
な
者
を
義
と
す
る
方
」

と
い
う
言
い
回
し
は
、
一
般
に
広
ま
る
こ
と
の
な
か
っ
た
パ
ウ
ロ
的

信
仰
告
白
と
見
な
し
う
る
。
。
ハ
ウ
ロ
は
、
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
の
仮
想
的

論
敵
に
対
し
て
、
割
礼
を
受
け
る
前
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ー
実
際
不
信

心
な
異
邦
人
と
同
じ
ス
テ
ー
タ
ス
に
あ
る
ー
が
神
を
信
じ
て
義
と

認
め
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
従
っ
て
、
四
・
二
の
「
義
と
さ
れ

た
（
a
民
巴
9
冨
）
」
は
、
「
義
と
認
め
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
（
α
帥
下

鉱
8
の
普
通
の
意
味
）
に
し
か
と
り
よ
う
が
な
い
が
、
こ
の
告
白

的
表
現
に
お
け
る
島
惹
δ
仁
三
帥
は
、
義
認
だ
け
で
な
く
、
不
信
心

な
者
を
救
う
神
の
義
の
働
き
を
ま
と
め
て
言
い
表
わ
す
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
他
方
、
八
・
三
三
「
義
と
す
る
者
は
（
ほ
か
な
ら
ぬ
）

神
な
の
で
あ
る
（
夢
8
ω
ぎ
α
民
巴
9
）
」
に
お
け
る
「
義
と
す
る
」

に
は
、
終
末
論
的
色
彩
が
よ
り
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
パ
ウ

ロ
は
、
す
で
に
義
と
認
め
ら
れ
た
信
徒
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
る

（
五
・
一
、
八
・
三
参
照
）
。
文
脈
上
こ
の
「
義
と
す
る
」
は
、
最
終

的
な
断
罪
（
「
罪
に
定
め
る
」
）
の
正
反
対
で
あ
る
救
い
の
完
成
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
三
二
節
「
御
子
と
一
緒
に
す
べ

て
の
も
の
を
（
神
が
）
わ
た
し
た
ち
に
賜
わ
る
」
と
同
じ
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
α
箭
巴
8
で
は
な
い
が
、
こ
の
動
詞
か
ら
派
生
し
た
名
詞

α
デ
巴
O
ω
一
ω
の
四
二
一
五
と
五
・
一
八
に
お
け
る
用
例
も
「
終
末
論

的
」
で
あ
る
。
四
・
二
五
の
文
は
パ
ウ
ロ
以
前
の
信
仰
告
白
定
式
を

濃
厚
に
反
映
す
る
。
こ
こ
で
パ
ウ
ロ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
死
の
意
義
と

復
活
の
意
義
を
区
別
し
て
語
っ
て
い
る
。
伝
承
と
ほ
ぼ
完
全
に
［
致

す
る
前
半
部
（
「
彼
は
、
わ
た
し
た
ち
の
罪
の
た
め
に
死
に
渡
さ
れ
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た
」
）
は
、
キ
リ
ス
ト
の
瞭
罪
死
に
よ
る
人
間
の
罪
の
赦
し
に
か
か

わ
り
、
そ
の
趣
旨
は
三
・
二
五
と
同
じ
で
あ
る
。
他
方
、
後
半
部

（「

た
し
た
ち
が
義
と
さ
れ
る
た
め
に
、
よ
み
が
え
ら
さ
れ
た
」
）

で
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
を
神
の
主
権
的
行
為
と
し
て
語
る
告
白
文
に

島
訂
δ
ω
冨
と
い
う
語
が
は
さ
ま
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
復
活
を
告

知
す
る
最
古
の
伝
承
に
元
来
「
義
」
の
用
語
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
（
使
二
・
二
四
、
三
・
一
五
、
四
・
一
〇
、
五
・
三
〇
、
一
〇
・

四
〇
、
一
三
・
三
〇
、
ロ
マ
一
・
四
、
一
コ
リ
一
五
・
四
、
ニ
コ
リ

一
・
九
、
ガ
ラ
｝
・
一
、
エ
ペ
一
・
二
〇
等
参
照
）
。
イ
エ
ス
の
復

活
を
話
題
に
す
る
と
き
、
パ
ウ
ロ
は
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
論
を
救
済

論
と
結
び
つ
け
る
が
（
ロ
マ
八
・
一
一
、
一
コ
リ
六
・
一
四
、
ニ
コ

リ
四
二
四
、
五
二
五
、
一
テ
サ
一
二
〇
）
、
ロ
マ
四
・
二
五

も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
9
ざ
δ
巴
の
は
、
義
認
だ
け
で
な
く
救
い
の

完
成
ま
で
も
含
む
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
動
詞
を
含
ま
な
い
ロ
マ

五
・
一
八
の
綱
領
的
な
文
で
は
、
そ
の
点
が
さ
ら
に
は
っ
き
り
示
さ

れ
る
。
匹
篤
巴
富
厨
8
欝
は
「
い
の
ち
を
得
さ
せ
る
義
」
（
口
語
訳
）

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
属
格
形
名
詞
は
ど
の
よ
う
に
義
と

さ
れ
る
か
を
説
明
し
て
お
り
、
α
騨
巴
O
の
一
の
の
内
容
と
な
る
の
が
命

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
文
は
、
「
一
人
の
義
な
る
行
為
に
よ
っ

て
、
す
べ
て
の
人
が
義
と
さ
れ
て
命
を
得
る
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る

（
新
共
同
訳
参
照
）
。
続
く
一
九
節
と
の
並
行
関
係
（
「
義
人
と
さ
れ

る
」
と
い
う
表
現
に
注
意
）
か
ら
も
、
こ
の
解
釈
が
支
持
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
二
・
一
三
の
「
義
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
e
冨
δ
9
中

8
旨
巴
）
」
、
六
・
一
三
の
「
罪
か
ら
義
と
さ
れ
て
い
る
（
号
島
歪
学

O
琶
巷
O
温
ω
冨
ヨ
費
鼠
ω
）
」
の
意
味
も
、
α
詩
巴
8
の
終
末
論
的

用
法
を
考
慮
し
て
は
じ
め
て
十
分
に
理
解
さ
れ
る
。
前
者
は
「
法
廷

的
」
用
法
に
属
す
る
が
、
現
世
に
お
け
る
義
認
で
は
な
く
、
終
末
に

お
け
る
神
の
裁
き
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
た

ん
な
る
義
の
宣
告
で
は
な
く
、
最
終
的
に
「
光
栄
と
誉
れ
と
朽
ち
ぬ

も
の
」
、
「
永
遠
の
い
の
ち
」
、
「
平
安
」
（
ロ
マ
ニ
・
七
、
　
一
〇
）
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
義
と
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
」
は
ロ
篤
巴
8
の
終
末
論
的
意
味
を
構
成
す
る
「
完
成
」

に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
釈
義
家
は
こ
の
事
情
を
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
1
「
神
の
審
き
の
日
に
、
成
聖
の
聖
寵
を

身
に
ま
と
ひ
、
聖
寵
に
助
け
ら
れ
て
神
の
思
召
を
守
り
行
つ
た
者
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

義
人
即
ち
永
遠
の
生
命
に
値
す
る
者
と
宣
告
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。

厳
密
に
い
う
と
、
二
・
一
三
の
「
法
（
9
∋
8
）
を
行
う
者
」
は

ユ
ダ
ヤ
人
を
指
す
が
、
パ
ウ
ロ
は
「
霊
に
従
っ
て
歩
む
」
者
が
「
法

（
8
ヨ
8
）
の
要
求
」
を
満
た
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
（
八
・
四
）
、

こ
の
テ
ー
ゼ
は
実
質
上
す
べ
て
の
信
仰
者
に
当
て
は
ま
る
。
他
方
、
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六
・
一
三
の
「
罪
か
ら
義
と
さ
れ
て
い
る
」
（
通
常
「
罪
か
ら
解
放

さ
れ
て
い
る
」
と
訳
さ
れ
る
）
は
、
そ
の
伝
承
史
的
背
景
は
ど
う
で

あ
れ
、
何
よ
り
も
ま
ず
キ
リ
ス
ト
に
か
か
わ
る
点
に
注
意
す
べ
き
で

あ
る
（
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
意
味
は
そ
の
後
に
続
く
）
。
こ
の
完
了
形

は
、
罪
に
対
し
て
死
に
（
六
・
一
〇
）
神
の
栄
光
に
よ
っ
て
死
者
の

中
か
ら
よ
み
が
え
ら
さ
れ
（
六
・
四
）
も
は
や
死
ぬ
こ
と
が
な
い

（
六
・
九
）
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
示
唆
す
る
。
こ
の
「
義
と
さ
れ
て

い
る
」
は
、
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
な
さ
れ
た
神
の
救
い
の
働
き
の
完

成
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
パ
ウ
ロ
は
動
詞
α
騨
巴
8
を
自
在
に
用
い
た
。
そ
れ
ら
を
画
一

的
に
解
釈
す
る
な
ら
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉
の
真
意
は
見
失
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ロ
マ
書
の
テ
ー
マ
は
「
神
の
義
」
で
あ
り
、
そ
の
救
い
の
働

き
を
凝
縮
度
の
高
い
綱
領
的
な
言
葉
で
言
い
表
わ
す
と
き
に
選
ば
れ

た
の
が
、
終
末
論
的
な
意
味
内
容
を
も
つ
「
義
と
す
る
」
で
あ
る
。

（
1
）
　
荒
井
献
、
H
・
」
。
マ
ル
ク
ス
監
修
「
ギ
リ
シ
ア
語
新
約
聖
書

　
釈
義
事
典
1
』
教
文
館
、
一
九
九
三
年
。

（
2
）
い
＞
，
N
一
①
ω
一
Φ
『
騒
ぎ
ミ
。
§
賊
鑓
9
葡
斜
ミ
S
器
謹
3
漕
評
ミ
サ

　
O
ゆ
ヨ
訂
こ
o
q
①
」
O
刈
一
，

（
3
）
　
土
岐
健
治
・
太
田
修
司
訳
『
パ
ウ
ロ
』
［
教
文
館
、
二
〇
〇
二

　
年
］
の
巻
末
小
論
を
参
照
。

（
4
）
　
出
二
三
・
七
、
申
二
五
・
一
、
サ
ム
下
一
五
・
四
、
王
上
八
・

　
三
二
、
詩
八
一
・
三
、
イ
ザ
五
・
二
三
、
五
〇
・
八
、
五
三
・
一
一

　
（
以
上
、
房
ム
ー
ρ
の
ヒ
フ
ィ
ル
形
の
訳
と
し
て
島
惹
δ
琶
）
、
創
三

　
八
・
二
六
、
詩
一
八
。
九
、
五
〇
・
四
、
　
一
四
一
丁
二
、
イ
ザ
四

　
三
・
九
、
二
六
、
四
五
・
二
六
（
以
上
、
カ
ル
形
の
訳
と
し
て
e
－

　
匿
δ
島
浮
巴
）
、
エ
レ
三
・
一
一
、
エ
ゼ
一
六
・
五
一
－
五
二
、
ヨ

　
ブ
三
三
・
三
二
（
以
上
、
ピ
エ
ル
形
の
訳
と
し
て
α
涛
巴
o
巨
）
。

　
N
一
〇
匹
o
き
o
℃
，
9
け
‘
9
蹄

（
5
）
　
「
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
実
』
と
『
神
の
義
』
ー
ロ
ー
マ

　
三
二
二
ー
二
六
の
釈
義
」
『
キ
リ
ス
ト
教
学
』
三
十
二
号
（
一
九

　
九
〇
年
）
、
「
ロ
マ
書
五
章
一
ー
一
一
節
の
本
文
と
釈
義
上
の
諸
問

　
題
」
『
一
橋
論
叢
』
　
一
二
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
6
）
　
「
パ
ウ
ロ
』
第
6
章
。

（
7
）
　
F
・
バ
ル
バ
ロ
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
書
簡
注
解
』
ド
ン
・
ボ
ス
コ

　
社
、
昭
和
二
十
九
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
講
師
）
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